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大阪市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成１８年大阪市規則第７号。以下

「市交付規則」という。）に定めるもののほか、大阪市社会福祉法人等による介護保

険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）に基づく社

会福祉法人等の軽減事業（以下「軽減事業」という。）に対する補助金の交付に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、軽減事業に要する経費の一部を補助することにより、当該事

業の普及促進を図り、もって低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実

施に資することを交付の目的とする。 

 

（交付の対象） 

第３条 この補助金の交付の対象は、本市が実施要綱に基づき社会福祉法人等介護保

険サービス利用者負担額軽減対象者決定通知書を交付した介護保険サービス利用

者に対して利用者負担の軽減事業を実施した社会福祉法人等とし、次条に定めると

ころにより補助を行うものとする。 

 

（補助金交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。 

 （１）算出単位 

    原則として、事業所（施設）を単位として（２）から（５）に掲げるところ

により交付額を算出する。 

 （２）補助対象経費 

    「実施要綱」に基づき利用者負担の軽減を行った額（以下「軽減総額」とい

う。）とする。 

 （３）補助基本額 



    アに掲げる額からイに掲げる額を控除した額 

   ア 軽減総額 

   イ 「実施要綱」に定める軽減対象サービスについて本来受領すべき本市の被

保険者に係る利用者負担収入（軽減対象となるものに限る。）の見込額（以

下「本来収入」という。）の１％相当額 

 （４）補助所要額（全体額） 

    次のアとイの合計額 

   ア 補助基本額からイに掲げる額を控除した額の１／２  

   イ 社会福祉法人等の行う指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に係

る利用者負担軽減総額のうち、当該施設の運営に関して本来受領すべき利用

者負担収入に対する割合が１０％相当額を超えている場合は当該超過額 

 （５）補助所要額（配分額）＝補助交付額 

    次のアとイの合計額（ア又はイの額に１円未満の端数がある場合は、それ 

ぞれの額について１円未満の端数を切り捨てるものとする。また、補助交付 

額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとす 

る。） 

ア （４）のアの額に軽減総額｛（４）のイの額を除く。｝のうち本市の介護保

険サービス利用者に対する軽減（イの額を除く。）の占める割合を乗じて得

た額 

イ （４）のイの額に当該介護福祉施設サービスに係る軽減額のうち本市の介

護保険サービス利用者に対する軽減の占める割合を乗じて得た額 

 

（交付申請に係る事前協議） 

第５条 この補助金の交付を受けようとする者は、大阪府が定める事前協議書の通 

知を受けて、指定する期日までに提出しなければならない。 

本市指定の期日までに提出のない者については、交付対象から除くものとする。 

ただし、法人（本市域及び本市域外施設等）において、やむを得ない事情等に 

より指定期日までに提出できない場合は、指定期日内に本市へその旨の連絡を行 

い、本市が認めた場合はこの限りではない。 

 

２ 市長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、補助金の交付を受けようとする者

に補助所要額の通知を行うものとする。 

 ただし、本市域外施設等にかかるものにあたっては、その所在する市町村を通じて

通知を行うものとする。 

 

（交付申請） 

第６条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（第１号様 

式）に関係書類を添えて、補助金交付申請通知を受けた日より３０日以内に市長に

提出しなければならない。 

２  前項の交付申請額を変更する者は、補助金変更交付申請書（第２号様式）に関係

書類を添えて、交付決定通知書を受けた日より当該年度の３月末までに市長に提出

しなければならない。 



３ 前項による申請は、交付決定を受けた額の範囲内でかつ、交付決定額と補助 

金変更交付申請額との差額が５万円未満であるときは、これを不要とする。 

 

（決定通知） 

第７条 市長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付

すべきものと認めたときは、補助金の交付の申請が到達してから６０日以内に補助

金の交付の決定（以下「交付決定」という。）を行う。 

 

２ 市長は、交付決定の内容を補助金交付決定通知書（第３号様式）により当該補助

金の交付の申請をした者に通知するものとする。 

 

３ 市長は、前条第２項の変更交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金

を変更交付すべきものと認めたときは、補助金の変更交付の決定（以下「変更交付

決定」という。）を行う。 

 

４ 市長は、変更交付決定の内容を補助金変更交付決定通知（第４号様式）により当

該補助金の変更交付の申請をした者に通知する。 

 

５ 市長は、交付決定又は変更交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目

的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。 

 

（実績報告） 

第８条 社会福祉法人等は、当該年度の軽減事業が完了したときは、事業実績報告書

（第６号様式）に関係書類を添えて実績報告通知を受けた日より３０日以内に市長

に提出しなければならない。 

２ この報告については、先に提出のある事前協議額を超えての実績報告となった場

合も事前協議額以上を支給することはできない。 

 なお、第５条ただし書きにおいて行う事前協議額においても同様とする。 

 

（額の確定） 

第９条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査

及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金確

定通知書（第７号様式）により当該社会福祉法人に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１０条 市長は、前条の規定による額の確定を行った後、社会福祉法人等から提出

される補助金請求書（第５号様式）により請求を受けた日から３０日以内に当該請

求に係る補助金を交付する。 

 

（報告、検査及び指示） 

第１１条 市長は、必要があると認めるときは補助金の交付を受けた社会福祉法人等

に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は指示



することができる。 

 

（決定の取消） 

第１２条 市長は、市規則第１７条第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又

は一部を取り消すときは、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽

減事業補助金交付決定取消書（第８号様式）により通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、前条の取消を決定した場合において、当該取消に係る部分に関し、

既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。 

 

（書類の整備保存） 

第１４条 社会福祉法人等は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかに帳

簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了し

た年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 

（その他） 

第１５条 この要綱の実施に関し必要な事項は、福祉局長が定める。 

 

 附  則 

この要綱は、平成１３年３月８日から施行し、平成１２年４月１日から適用する。 

 

 附  則 

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

 附  則 

この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。 

 

 附  則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行し、平成１８年度以降の予算により支出す

る補助金について適用する。 

ただし、平成１７年度以前の予算により支出された補助金の取扱いについては、 

なお従前の例による。 

 

附  則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行し、平成１９年度以降の予算により支出す

る補助金について適用する。 

ただし、平成１８年度以前の予算により支出された補助金の取扱いについては、 

なお従前の例による。 

 

附  則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 



 

附  則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附  則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度以降の予算により支出す

る補助金から適用する。 

 

附  則 

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行し、平成３０年度以降の予算により支出

する補助金から適用する。 

 

附  則 

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 1号様式 

 

社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額 

軽減事業補助金交付申請書 

 

 

第         号 

令和  年  月  日 

 

 

大阪市長 様 

 

             住所 

 

 

                        氏名          印 

 

 

 

社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業について、次のとお

り補助金を交付願いたく、補助金交付要綱第 6条第１項の規定により関係書類を添え

て申請します。 

 

 

記 

 

１ 交付申請額  金          円 

 

２ 関係書類 

 （１）別紙１－１ 令和  年度社会福祉法人等利用者負担額軽減事業補助金所要

額調書 

 （２）別紙１－２ 市町村別減免額集計表 

 （３）別紙２   減免額整理表 

  

 

 

 

 

 



 

第２号様式 

 

社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額 

軽減事業補助金変更交付申請書 

 

 

第         号 

令和  年  月  日 

 

 

大阪市長 様 

 

           住所 

 

 

                       氏名           印 

 

 

社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業について、令和  

年 月 日付け第   号社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減事業補

助金交付申請書で申請した交付申請額を次のとおり変更交付願いたく、補助金交付要

綱第 6条第２項の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

１ 変更前交付申請額  金          円 

変更後交付申請額  金          円 

 

２ 関係書類 

 （１）別紙１－１ 令和  年度社会福祉法人等利用者負担額軽減事業補助金 

所要額調書 

 （２）別紙１－２ 市町村別減免額集計表 

 （３）別紙２   減免額整理表 

  

 

 

 

 

 



第３号様式 

                              

大阪市指令福祉第  号 

令和 年  月  日 

 

           様 

大阪市長 

 

令和  年度社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額 

軽減事業補助金交付決定通知書 

 

 令和  年  月  日付け第    号で申請のあった社会福祉法人等による介

護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金については、審査の結果、下記のとおり

交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付額   金          円 

 

２ 補助金交付の条件 

（１） 補助金交付対象事業（以下「補助事業」という。）の内容、執行計画の変更（市

長が認める軽微な変更を除く。）をする場合には、交付決定額と補助金変更交

付申請額との差額が５万円未満であるときを除き市長の承認を受けるべきこ

と。 

（２） 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けるべきこと。 

（３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。 

（４） 市長が補助金に係る予算の執行の適正を期するため、報告を求め、又は本市職

員に事業所、事務所等に立ち入り、帳票書類その他の物件を検査させ、若しく

は関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すべきこと。 

（５） その他、大阪市補助金等交付規則（以下「市交付規則」という。）及び大阪市

社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業補助金交付要綱の規定を遵守す

べきこと。 

 

３ その他 

（１） 市交付規則第 11 条の規定により、補助事業に係る経費の収支を明らかにした

書類、帳票等を常に整備し、補助金の額の確定通知書を受けた日から５年間保

存すること。 

（２） 本通知の決定内容（交付の条件を含む。）に不服があるときは、この通知を受

け取った日の翌日から起算して１０日以内に申請の取下げをすることができ

る。 

 



第４号様式 

 

大阪市指令福祉第  号 

令和  年  月  日 

 

 

          様 

 

大阪市長 

 

 

令和  年度社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業 

補助金変更交付決定通知書 

 

 

 令和  年  月  日付け第    号で申請のあった社会福祉法人等による介

護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金については、審査の結果、下記のとおり

変更決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

交付決定額  金          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式 

 

社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額 

軽減事業補助金請求書 

 

 

 

金          円也 

 

 

ただし、令和  年度社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額 

軽減事業補助金。 

 上記のとおり補助金を確定払いによって交付されたく、補助金交付要綱第１０条 

の規定により請求します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式 

                                

社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額 

軽減事業補助事業実績報告書 

 

 

第         号 

令和  年  月  日 

 

 

大阪市長 様 

 

             住所 

 

 

                        氏名          印 

 

 

 

令和  年  月  日付け  第    号で補助金（変更）交付決定のあった

令和  年度社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業を完了し

たので、補助金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて報告します。 

 

 

記 

 

１ 補助金確定額  金          円 

 

２ 関係書類 

 （１）別紙１－１ 令和  年度社会福祉法人等利用者負担額軽減事業補助金 

精算額調書 

 （２）別紙１－２ 市町村別減免額集計表 

 （３）別紙２   減免額整理表 

  

 

 

 

 

 

 



第７号様式 

                              

 

大阪市指令福祉第  号 

令和  年  月  日 

 

 

          様 

 

大阪市長 

 

 

令和  年度社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額 

軽減事業補助金確定通知書 

 

 

 令和  年  月  日付け第    号で実績報告のあった社会福祉法人等によ

る介護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金について、次のとおり確定したので

通知します。 

 

 

記 

 

 

確定額  金          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８号様式 

 

大阪市指令福祉第  号 

令和  年  月  日 

 

          様 

 

大阪市長 

 

 

令和 年度社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額 

軽減事業補助金変更交付決定取消書 

 

 

 令和  年  月  日付け第    号で申請のあった社会福祉法人等による介

護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金については、審査の結果、下記のとおり

取消し決定したので通知します。 

 

 

記 

 

１ 取消しの内容 

 

２ 取消しの理由 

 

 

 

 

 

 

 


